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１【提出理由】

2022年６月29日開催の当社第198回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2022年６月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入につき、定款の一部変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、青沼孝明、木

村昭子、香川敬三、田中康紀、木村富雄、川﨑裕章、川俣尚高、熊谷日登美の11名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の４名を選任する。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 641,624 493 － （注）１ 可決　96.2%

第２号議案 640,992 878 － （注）２ 可決　96.2%

第３号議案

前鶴　俊哉 578,481 63,662 － （注）３ 可決　86.8%

堀内　俊文 624,095 18,050 － （注）３ 可決　93.6%

大内　淳雄 633,749 8,396 － （注）３ 可決　95.1%

青沼　孝明 639,634 2,511 － （注）３ 可決　95.9%

木村　昭子 639,567 2,578 － （注）３ 可決　95.9%

香川　敬三 639,648 2,497 － （注）３ 可決　95.9%

田中　康紀 639,498 2,647 － （注）３ 可決　95.9%

木村　富雄 639,596 2,549 － （注）３ 可決　95.9%

川﨑　裕章 639,456 2,689 － （注）３ 可決　95.9%

川俣　尚高 640,161 1,984 － （注）３ 可決　96.0%

熊谷　日登美 641,212 933 － （注）３ 可決　96.2%

第４号議案

奥山　章雄 580,374 61,761 － （注）３ 可決　87.1%

吉田　和彦 640,324 1,811 － （注）３ 可決　96.0%

成瀬　健太郎 640,305 1,830 － （注）３ 可決　96.0%

玉川　越三 629,809 12,325 － （注）３ 可決　94.5%

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上
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